
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要 

 

１ 事業の目的 

本事業は、私立大学が、各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援

するため、研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり、

もってわが国の科学技術の進展に寄与するものである。 

 

２ 事業の内容 

各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを

計画・申請し、文部科学省が審査の上で選定を行い、当該プロジェクトを遂行する

ための研究拠点に対して、研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。 

 

３ 研究期間及び支援措置 

（１）研究期間 

・ 「研究拠点を形成する研究」：原則、５年間 

・ 「大学の特色を活かした研究」 
：原則、３年間 

・ 「地域に根差した研究」 

・ ３年目に中間評価、最終年度に事後評価を行う（３年以下の事業は事後評

価のみ） 

継続事業については、制度として実施しない。 

「私立大学学術研究高度化推進事業」により選定された事業を引き続き実施する

場合は、新規事業として申請する。 

（２）支援措置 

○ 研究施設 

・プロジェクトに必要な施設の新増改築、改造工事 

・補助対象：事業経費１０００万円以上 

・補助率１／２以内 

・原則、初年度の整備のみ補助 

○ 研究装置・研究設備 

・プロジェクトに必要な機械、器具等 

・補助対象：事業経費（研究装置）４，０００万円以上 

（研究設備）５００万円（図書は１００万円）以上 

 



・補助率：（研究装置）１／２以内 

（研究設備）２／３以内 

・初年度から３年目までの整備を補助 

○ 研究費 

申請した研究期間中の教育研究経費支出、アルバイト関係支出、設備関係支

出（１個又は１組の価格が５００万円未満）及びＰ・Ｄ／Ｒ・Ａ経費 

・補助上限１億円（「研究費のみ」のプロジェクトは３，０００万円） 

・補助率１／２以内 

 

４ 事業の採択について 

（１）評価項目 

① 研究プロジェクトの意義と必要性 

② 研究内容の妥当性 

③ 研究組織の妥当性 

④ 事業費の妥当性 

（２）選定手続き 

外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」にお

いて審査のうえ選定する。 

（３）補助の方法 

選定された学校は、文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。 

ただし、研究費については、日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受

ける。 
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